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第492回入札監理小委員会議事次第 

 

 

日 時：平成30年２月９日(金)14:31～16：01 

場 所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

 

１．事業評価（案）の審議 

 ○サービス産業動向調査（総務省） 

 

２．実施要項（案）の審議 

 ○電子政府利用支援センターの運用等の請負（総務省） 

 ○ネットワークシステムの運用支援業務（消費者庁） 

 

３．その他 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

石堂主査、井熊副主査、梅木副主査、若林専門委員、早津専門委員、大山専門委員、

廣松専門委員 

 

（総務省） 

   統計局 統計調査部 経済統計課 小松課長、宮下課長補佐、雨宮係長 

  

（総務省） 

  行政管理局 行政情報システム企画課 情報システム管理室 

 大西調査官、佐藤課長補佐、片岡係長 

 

（消費者庁） 

  総務課 金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官、柏原課長補佐 

 

（事務局） 

  栗原参事官、池田参事官、清水谷企画官 
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○石堂主査 それでは、ただいまから第４９２回入札監理小委員会を開催いたします。 

 本日は、まず総務省のサービス産業動向調査の事業評価（案）、２番目に総務省の電子政

府利用支援センターの運用等の請負の実施要項（案）、３番目に消費者庁のネットワークシ

ステムの運用支援業務の実施要項（案）の審議を行います。 

 最初に、総務省のサービス産業動向調査の事業評価（案）についての審議を始めたいと

思います。 

 事業の実施状況について、総務省統計局統計調査部経済統計課、小松課長よりご説明を

お願いしたいと思います。なお、説明は１０分程度でお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○小松課長 よろしくお願いいたします。総務省統計局経済統計課の小松でございます。

それでは、基本的に資料１に従いまして実施状況についてご説明するのですが、その前に、

ごく簡単に、本日ご審議いただくサービス産業動向調査について、概要をご説明いたしま

す。 

 サービス産業動向調査につきましては、サービス業全体の動向を捉えまして、ＧＤＰの

四半期速報をはじめとする各種経済指標の精度向上を目指すということで平成２０年７月

につくられたものでございまして、今年で１０年目を迎える、それなりに歴史のある調査

でございます。創設当初から民間委託による調査実施を行ってきたのですが、こちら、市

場化テスト等々の枠組みのほうでお世話になったのは平成２５年の調査からという形にな

ってございまして、皆様のご指導もいただきつつ、今まで民間委託をやってきたというよ

うな形になってございます。 

 調査の内容といたしましては、月々の売上高や従業者の動向を把握する月次の調査、こ

れは毎月行います。それから毎年１回６月に地域別の売上高などを把握するために拡大調

査というのをやってございまして、この２本立てで行っているものでございます。 

 それでは、概要はこれぐらいにいたしまして、資料１で実施状況についてご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 初めに事業の概要でございます。サービス産業動向調査につきましては、当初、頭書き

にもございますように、平成２９年調査、それから平成３０年調査、こちらのほうを、今

回、ご審議の対象としていただくというイメージになります。 

 業務内容につきましては、サービス産業動向調査に関する調査関係用品の印刷から調査

の実施、督促、照会、それから個別のデータが正しいかどうかをチェックをしてデータ入
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力をするところまでを一連の作業としてお願いしているという形になります。 

 契約期間は、準備等々がございますので、前年の平成２８年８月１７日から平成３１年

３月３１日まで２年８カ月間となります。 

 調査期間のほうでございますが、月次調査につきましては、２年間の２４カ月分の調査、

これは速報値と確報値がございます。それから年次調査については年１回ということです

ので、２９年と３０年の２回でございます。 

 今期の受託事業者につきましては、株式会社インテージリサーチ、それから株式会社サ

ーベイリサーチセンターの共同企業体という形で請け負ってございます。 

 実施状況の評価の期間につきましては、データが間に合う期間ということもありまして、

月次調査につきましては平成２９年１月から１１月、ただし９月以降は速報値のみという

形になります。それから年次の拡大調査につきましては、２９年の調査について、後々、

回収率等の数字を示しております。 

 事業者決定の経緯でございますが、実施要項に基づきまして、入札参加者が２名ござい

まして、こちらについて企画書をチェックしまして、いずれも評価基準は達していたので

すが、開札の結果、１者が予定価格の範囲内だったということで、上記１者について総合

評価を行って、落札を決定したというような経緯になってございます。 

 それから確保されるべきサービスの質の達成状況でございますが、初めに回収率の関係

につきましては、２ページ目の表１、表２に回収率の数字が出てございますので、こちら

を見ながらご説明をお聞きいただければと思います。 

 まず月次調査の回収率につきましては、目標値につきましては速報・確報、それから企

業・事業所に分けて、このような形に目標値を、一番左のところに数字がございますが、

設定をしてございまして、ごらんいただければ大体おわかりになるように、残念ながら、

事業所の速報のところで２カ月分ほど、これは毎月達成するということ自体は努力目標み

たいな形になっていますが、この関係の目標値は下回っております。必ず達成しなければ

いけない年平均に関しましては、いずれのパターンでも目標値は達成しているという形に

なっているところでございます。 

 それから年次拡大調査のほうは表２になりますが、こちらはいずれも目標値を回収率は

達成しているという状況になってございます。前回ご説明したときは、この目標値のとこ

ろを若干達成していないところがございまして、いろいろとご指摘をいただきつつ努力し

てきたのですが、今回はこのような結果が残せたということになります。 



 -3- 

 この目標回収率を達成するために講じた策でございますが、以前から続けてやっている

もの、それから新しくやったもの、いろいろとございます。もちろん民間事業者に対して、

日々の回収状況を共有しながら、議論しつつ、この２月とか４月のように目標値を下回っ

たときがあれば、何とか確報までに改善させるべくというような形でご相談をしながらや

るというやり方はしております。また調査客体の特性に合わせて督促の日時や時間帯をチ

ェックする、忙しい時間等ございますので、ということですとか、返送率が高い時期の分

析、それから、実際に督促をするときにお話しするためのトークスクリプトについても状

況別にいろいろと工夫をするというような話、それから、返送の期待が持てそうな調査客

体を精査するような話、それから返送率が高いオペレーターの経験を還元してほかの人た

ちに教えていくというような話等々を行っていったということでございます。 

 なお、一番下に書いてございますが、調査客体に対して、調査票の提出を促すばかりに

中身が適当でいいというような、そのようなことはやられたことはなかったということで、

質も確保しつつ、回収率をキープできたというふうに思っているところでございます。 

 督促活動に関する数字につきましては３ページ目のところに表がございます。これはご

らんいただければと思うのですが、それなりの数の回収が行われているということで、や

はり電話督促、どうしても人手もかかるところでございますが、行えばそれなりの回収は

得られるということで、この辺、ただコストとの関係もございまして、電話でできなかっ

たところについてははがきのほうで、少なくとも全体に対して督促が全くかからないとい

うことはないような形でやっているということでございます。 

 それから調査員による督促の関係のところでございますが、実施要項上は事業従事者１

０人未満の事業所について行うという形になっていたわけでございますが、民間事業者の

ほうから範囲を超えた形の提案があったということで、これ以上の人数のところにも、あ

る程度、リソースを割いていただくとか、調査客体の多い一部地域の企業に対しても、企

業に関しては、あまり大きい企業だと行ってもなかなか会えないところもあるのですが、

むしろ小規模系の企業などにも行っていただいたという話。また、調査開始当初の調査客

体に対してサポートができるような形で調査員をある程度指導する等々、督促する者も指

導する等々、いろいろな工夫を重ねたというところがございます。 

 調査員による督促活動の結果につきましては４ページのほうにございます。前回は３月

に最初の督促をしていたのですが、初期の動きが極めて大事で、特に１月の回収率が前回

悪かったということもございますので、今回はかなり早目に行っていただいたというとこ
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ろもございます。 

 先に進みますが、その他としてオンライン調査の関係では、オンライン回答への移行を

促すために、オンライン調査用ログイン情報の体裁を見やすくするとか、オンラインの手

順を示した動画を掲載するとか、なかなかクリティカルにはならないものではありますが、

少しでも上がるべくいろいろな努力を重ねているというところでございます。 

 それから月次調査開始当初の早期回収のために、ボールペンを封入という形で、大した

お金ではないのですけれども、入っていれば入っていたで、封筒の中に入っていることが

わかるということで、未開封対策にもなるのではないかという形も考えながら、こんなこ

ともやっていただいたというお話でございます。これも民間事業者からの提案というイメ

ージです。 

 それから照会対応に関しましては、コールセンターの開設ということで、しっかりとや

らせていただいたというところでございます。照会の内容等々、いろいろなところがござ

いますが、総務省であることを伏せた上でコールセンターの架電を行った結果でも、適切

な対処をしていただいていたということでございます。 

 また、５ページ目、確実な業務の実施というところに関しましては、毎月ご報告をいた

だきつつ、新たな改善提案などを受けながら、しっかりと情報交換をしながら、速報でな

かなか数字が上がらない場合は確報で取り返すとか、そういう対応もしながら動いてきた

ところでございます。 

 それから３．の実施経費の状況でございますが、単純な金額の換算については表７のと

ころに書いてございます。ただ、調査客体数のところをごらんいただくとわかるとおり、

調査の変遷がかなり複雑にかかっておりまして、これだとなかなか直接の比較ができない

ということで、６ページ目のほうに移っていただければと思いますが、月次の調査、それ

から年次の調査それぞれについて、直接比較ができるように換算を行いました。おのおの

契約年次が違う分には単年換算にし、調査客体が違う分については調査客体数を合わせた

形で換算をしています。換算値ベースで見ますと、市場化テスト前と比べると圧倒的にい

ろいろな効果が上がっているという形でございますが、直前の期と比べましても、ほんの

わずかではありますが、効果は上がっているということになってございまして、それなり

に削減効果は出ているのではないかと思うところです。 

 先ほども若干ご説明しましたが、民間事業者からの改善提案のことが６ページの下から

順次書いてございます。若干重複をいたしますが、各オペレーターの返送率高いところの
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知見のフィードバック、それから調査員督促は１０人未満の事業所だけでいいという話だ

ったのですが、それ以上についても行っていただいたこと、それから初期の調査客体に関

して、督促をする者がある程度ちゃんとサポートをできるような形で知識を持っていくと

いうような話等々を行ってございます。 

 以上をもちまして、全体的な評価といたしましては、月次調査の確保されるべき質とし

て設定したものに関してはきっちりと達成ができたということ、それから拡大調査の確保

されるべき質として設定した回収率も達成できたということになってございます。要因と

いたしましては、前回もご指摘いただきましたとおり、月次調査の調査開始当初の回収率

が低い傾向にあるという分析のもと、ボールペンもそうですけれども、いろいろな対策を

打っていった上で、それなりに満足のいく回収率が得られたというところにあると思って

おります。それから今期の実施経費に関しましては、市場化テスト前、それから前回と比

較いたしましても、それなりの削減ができていると認識してございます。 

 ６．の今後の事業のことでございますが、上記のとおり、本事業は皆様のご指導も仰ぎ

ながら、良好な実施結果を得られるところまで、３期かけて何とかたどり着いたというこ

とになると理解しております。これをもって、市場化テスト終了プロセス及び新プロセス

運用開始の指針に照らし合わせて終了基準を満たしているということもあって、今期事業

をもって市場化テストを終了し、以後の事業は総務省の責任においてクオリティをきっち

りと確保した上で進めていきたいと考えてございます。 

 なお、８ページ目の上のほうに若干記載がまだございますが、終了後におきましても、

公共サービスの質ですとか実施期間、入札参加資格、入札手続とか情報開示等、事後の評

価のチェック等々も含めて、しっかりと今の形が維持できるような形でやっていきたいと

思っているところでございます。 

 短い時間で極めて簡単ではございますが、ご説明のほうを以上とさせていただきます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 続きまして、同事業の評価について、総務省より説明をお願いいたします。なお、説明

は５分程度でお願いいたします。 

○事務局 それでは、総務省より、サービス産業動向調査の評価についてご説明させてい

ただきます。お手元の資料Ａをごらんになっていただきたいと思います。 

 まず初めに、Ⅰ事業の概要等につきましては、先ほど総務省統計局より説明がありまし

たので割愛させていただきます。 
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 次に、Ⅱの評価といたしまして、２ページ目のほうをごらんになっていただきたいと思

います。２の検討の（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価でございますが、確

保されるべき質の達成状況として掲げた確保されるべき水準についての評価としまして、

表の真ん中のウ、目標回収率、（ア）月次調査の回収率の部分について、記載しております

ように、事業所調査の速報値の回収率においては目標回収率を下回る月があったわけです

けれども、月次調査の速報値と確報値の回収率平均値につきましては、企業等調査、事業

所調査ともに目標回収率を達成しているということもあり、またそれ以外の全ての項目に

つきましても、ごらんのようにサービスの質は確保されているという結果になっておりま

す。 

 次の、下の民間事業者からの改善提案につきましても、積極的に民間事業者から改善提

案がなされ、調査をより適切に効率的に実施されております。 

 次に、（３）実施経費でございますが、先ほどの総務省統計局の説明にもありましたよう

に、平成２４年以前の調査、市場化テスト開始前は、現在と調査設計が異なるため、契約

金額の単純比較はできないということで、契約金額のうち月次調査については比較可能な

換算値を算出し、実施経費を、市場化テスト実施前経費、平成２４年と比較した場合、３,

０８４万４,０００円、削減率として８.９％が削減され、経費の削減が図られております。

また年次調査につきましても、市場化テスト１期目の平成２４年開始業務からの実施であ

るため、実施経費を市場化テスト１期目の経費と比較した場合、今期は単年当たり１,２２

１万１,０００円、削減率としては２６.９％削減しており、経費の削減に寄与している形

というふうになっております。 

 次に、（４）の評価のまとめでございますが、先ほども申しましたとおり、業務の実施に

当たり確保されるべき達成目標として設定された質については、全て目標を達成している

と評価できます。また民間事業者の改善提案につきましても、民間事業者のノウハウと創

意工夫の発揮が業務の質の向上に貢献したものと評価しております。実施経費につきまし

ても一定の効果があったものと評価でき、公共サービスの質の維持・向上をあわせて経費

の削減の双方の実現が達成されたものと評価しており、また入札につきましても、前回同

様２者応札であり、競争性が確保されたと評価しております。 

 最後に今後の方針でございますが、本事業の市場化テストは今期が３期目でありますが、

事業全体を通じての実施状況は以下のとおりであるとして、１つ目として、実施期間中に

受託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、また法令違反行為等もなかったと。２
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つ目として、総務省内に設置している外部有識者で構成している事業評価会において事業

実施状況のチェックを受ける体制が整っている。また３つ目として、入札において、２者

の応札であり、競争性が確保されていると。４つ目として、確保されるべき公共サービス

の質において全ての目標を達成していたと。最後に５つ目として、実施経費において、従

来経費に対して経費削減の効果を上げていたと言えることから、本事業につきましては、

市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針、Ⅱ．１．（１）の基準を満た

しており、今期をもって市場化テストを終了することが適当であると考えております。 

 総務省からは以上でございます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました本事業の評価（案）について、ご意見、ご質

問のある委員はご発言をお願いいたします。いかがでしょうか。 

○廣松専門委員 どうもご説明ありがとうございました。簡単な質問ですが、表１のとこ

ろで、２月、４月が、残念ながら、速報の段階で目標達成率に達していないのですが、こ

れには何か特殊な要因があったのか、何か要因分析はなさったのでしょうか。 

○小松課長 ありがとうございます。要因を分析しましたが、２月に関しては、先ほど若

干申し上げたことと関わりますが、第一に、時系列分析をしながらよりよい督促方法とい

うのを行っているのですが、さすがに２月だと、その分析が間に合っていないという形が

１つ。そもそも１月分の結果がまだ満足に出ていないということもあります。それから、

調査員の督促を４月のかなり早期の段階に行っているのですが、これが２月票の回収の締

め切りに若干間に合っていなかったということで、督促のタイミングをずらしたことが若

干影響しているのかなというところはございます。 

 それから調査員訪問の前につきましては、電話督促をすると、どうしても調査員の反応

が厳しくなるということもありまして、はがきのみの督促にすると、若干抑えているとこ

ろがございます。その関係もあって、直近のものに関しては回収率が若干鈍ったところが

出てきたと理解をしております。４月に関しても似たような形でございまして、８月から

９月にかけて調査員督促をしているのですが、速報回収の締め切りには、そのタイミング

だとちょっと間に合わなかったというところがあるということです。毎月行っているわけ

でもない以上、動かすとどこかに若干しわ寄せが来るというイメージかと思います。 

○廣松専門委員 ありがとうございました。２つ目の質問は、最後、１０ページの参考表

５にオンライン回答率のデータが出ていますけれども、確かに２７年から比べると２９年
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は６ポイントぐらい上がっている。この調査に関して、オンラインでの回答に関して、調

査対象者の方に推奨をしているというか、何かそういう努力はされているのですか。 

○小松課長 基本的にオンライン調査に関しましては、政府全体としてどんどん進めてい

きましょうという機運がある中で、ご存じのとおり、オンラインで回答していただければ、

自動的に、ある程度、中身のチェックもできるということもありまして、当然これは進め

るべきものだという形でございます。 

 ある程度上がってきたのは、そもそもオンラインの対象をあまり広くしていなかったと

ころを全体にしてみるですとか、あとは先ほども若干ご説明しましたとおり、見てくれを

少しでもやりやすいように変えていくですとか、細かいことで言えば、毎回トラブルにな

るのが、パスワードとか、かなりランダムな文字列にした関係で「Ｏ」と「０」の区別が

つかないとか、そもそも何の英単語だかわからないみたいな形で結構やり取りになること

があるのですが、そこをちょっと見やすいフォントで書いて、かつ全部片仮名で読み下せ

るように記載するとか、かなり細かい工夫はいろいろとしているところでございます。こ

ういう形でパーセンテージが上がってきていることは私も非常にありがたいことだという

ふうに思っていまして、今後もこれは努力を続けていくつもりです。 

○廣松専門委員 ありがとうございました。資料１の実施状況等を拝見して、また今の回

答をいただいて、私も、このサービス産業動向調査に関しては終了プロセスに入ることが

適当だというふうに判断いたしました。ありがとうございました。 

○石堂主査 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○若林専門委員 質問を１つさせていただきたいんですけれども、この契約状況等の推移

の資料を拝見しまして、これまで説明会に参加した事業者、全部４者ということになって

いるんですけれども、これは全部同じ事業者ですか。 

○小松課長 必ずしも全て同じではないです。 

○若林専門委員 そうですか。競争性が確保されているという評価ではあったわけですけ

れども、実際に複数応札にはなっていますけれども、競争性が高いとはちょっと言えない

状況ではあると思いますので、今後の方針に反対だとか、そういうことではないんですけ

れども、今後、事業をされていくに当たって、この４者がそれぞれ違うのであれば、いろ

いろなところにヒアリングなどをされたりして、もう少し競争性を上げていくというんで

しょうか、工夫をしていただきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 
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○石堂主査 ほかはいかがでしょうか。 

 ちょっと私から、素人っぽい質問で申しわけないんですけれども、督促の話があって、

資料の３ページのところにはがきによる督促というのがあるんですけれども、これは、督

促の回収率というのが随分低いですね。この説明資料の２ページのところにも、達成する

ために講じた策の中で、架電及びはがきによる督促とあるんですけれども、３行目にはは

がきには触れずに「架電による督促では」となっているから、はがきによる督促というの

はあまり期待されていないのかなという気もいたします。この辺は今後どうするか。この

数字を見ても、そう体制に影響ないような気もしますので、ご検討いただければいかがか

なというふうに思います。 

○小松課長 ありがとうございます。確かに電話で全ての督促をできない中で、はがきで

も督促をしているということもありまして、若干上がっていないのは事実かと思います。

この辺も、ただ文字だけでやるわけではないとか、何か工夫の余地はあるかと思いますの

で、今後も民間事業者と相談しながら工夫をしていきたいと思っております。 

○石堂主査 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本事業の評価案の審議はこれまでとさせていただきます。事務局、何かござ

いますか。 

○事務局 特にございません。 

○石堂主査 それでは、本日の審議を踏まえ、市場化テスト終了プロセスに移行するとい

うことで監理委員会に報告をいたしたいと思います。それでは、本日はどうもありがとう

ございました。 

（総務省退室、総務省入室） 

○石堂主査 それでは、総務省の電子政府利用支援センターの運用等の請負の実施要項

（案）の審議を始めたいと思います。 

 最初に、実施要項（案）について、総務省行政管理局行政情報システム企画課情報シス

テム管理室、大西調査官よりご説明をお願いしたいと思います。なお、説明は１５分程度

でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○大西調査官 総務省の大西でございます。いつもお世話になっております。 

 本日はｅ－Ｇｏｖの調達に関係してご審議いただくことになっております。昨年１０月、

当小委員会でご審議いただいて、そこで概略をご説明させていただきましたが、念のため、
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おさらいさせていただきます。総務省では、社会保険関係等の電子申請、各行政機関の手

続案内、あるいはパブリックコメントの投稿といった機能を有するｅ－Ｇｏｖというポー

タルサイトを運用しています。これに関しまして、利用者からの問い合わせなどがござい

ますので、その問い合わせに係る業務を一元的に対応するためのヘルプデスクとして電子

政府利用支援センターを運用しており、今回、その運用の請負に関する調達のご審議をい

ただくということでございます。 

 本調達に関しましては、２６年度に締結いたしまして、現行の契約から市場化テストの

対象になってございます。現行の契約につきましては、本年９月末までとなってございま

すけれども、市場化テストにおいて、これまで十分成果が得られたということでご評価を

いただいておりますが、一方で、１者入札であったということから、競争性のさらなる向

上に向けて、引き続き市場化テストを継続するということになってございます。 

 今回、実施要項についてのご審議をいただくということで、我々のほうで案をつくって

お持ちいたしておりますので、そこのご説明をさせていただきたいと思います。中の説明

につきましては担当の佐藤のほうからご説明いたします。よろしくお願いします。 

○佐藤課長補佐 次回の調達に向けて競争性をいかに確保するのかということで、仕様書

の見直しを図っていく際に、コールセンター事業者の生の声が改善には必要と考え、ヒア

リングを実施させていただきました。 

 ヒアリング結果について簡単にご説明させていただきますと、仕様書を見ていただいて、

いろいろ要件が書いてあるところでございますけれども、まず、応答率や電話平均処理時

間といったサービスレベルを仕様書の中で定めてございますけれども、こういったことに

つきましては、基本的には一般的なレベルであり、厳しいことはないといった意見が多く

ございました。また、例えば建物であるとか、あとはＰＢＸといった施設や設備に関する

要件につきましても、特段、厳しいといったような声はございませんでした。 

 続きまして、ＩＳＯ２７００１を取得していることであるとか、直近３年間に同様のコ

ールセンター業務をやったことがあるかといった、その請負事業者に対する要件について

も、これも一般的な要件ではないかといった意見が多かったところでございます。 

 加えて、マネージャーやオペレーター等の資格要件でございますけれども、こちらにつ

きましては、若干厳しいという声もあったのですが、中には、適切に業務を実施する上で

はこれぐらいのレベルがないと達成できないのではないかといった声もあったところです。 

 それ以外の意見でございますけれども、例えば専用線の敷設やオペレーターの研修を行
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うための準備期間、こちらにつきまして、新規事業者としてはできるだけ長く確保してほ

しいといった意見がございましたし、それ以外にも、土日に働ける人材を集めるのがなか

なか大変ということで、そういった土日ですとか祝日の業務はできる限り減らしてほしい

といった意見があったところでございます。 

 今回の資料でお出ししております参考資料でポンチ絵を１枚つけさせていただいており

ますので、そちらをごらんいただけますでしょうか。タイトルが「電子政府利用支援セン

ターの運用等 業務概要」というポンチ絵１枚紙でございます。こちらの右側に、前回調

達内容からの主な変更点というものを記載させていただいております。先ほど申し上げま

したように、土日の人員を確保するのがなかなか困難ということでございますので、今回、

通常期、８月から３月の日曜日、それに加えまして年末年始につきまして、この支援セン

ターの業務の対象から外させていただくという形の変更を加えさせていただいたところで

ございます。これによりまして、オペレーター要員の確保が新規事業者にとって簡単にな

るのではないかと考えているところでございます。 

 続きまして、ヒアリングの中で、引き継ぎの期間やネットワークの敷設の期間をできる

だけ長く確保してほしい、こういった意見がございましたので、前回調達に比べまして、

準備期間というものをこれまでよりも長く確保させていただいたところでございます。 

 それ以外にも、ほかに新規事業者が参入しやすい環境をつくることはできないかという

ことをいろいろ検討した中で、前回の調達では、入札提案書の求める項目が非常に多かっ

たところもございまして、やはりそこがあまり多過ぎると提案する上でハードルになるの

ではないかと考えたところでございまして、そのために、入札提案書に求める必須項目、

こちらのボリュームにつきまして軽量化をさせていただきました。 

 加えて、用意する機材もできる限り少ないほうがいいのではないかと考えたところでご

ざいまして、利用実績の低いファクス、こちらにつきまして、コールセンターの事業から

外させていただいたところでございます。 

 これらが前回調達内容からの主な変更点でございます。 

 続きまして、事前にご質問を何点かいただきましたので、そちらについてご回答をさせ

ていただければと思います。 

 まず１つ目のご質問でございますけれども、引き継ぎに関してはいろいろと記載がある

けれども、請負者はどの程度のコスト、時間及び経費を想定すればよいのかというところ

でございますけれども、こちらにつきましては、実施要項の４５ページをごらんください。
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その中に、図２－１として、想定しておりますスケジュールを記載させていただいており

ます。この中で、業務引き継ぎにつきましては、我々としては大体１.５カ月程度あればで

きるのではないかというふうに線を引かせていただいているところでございます。また費

用に関してでございますけれども、基本的には、引き継ぎに当たっては、電話番号の権利

譲渡等が発生するものの、大きな負担は発生するものではないというふうに考えていると

ころでございます。こちらが引き継ぎに関するコスト、時間及び経費の想定でございます。 

 続いてのご質問でございますけれども、実施要項の２２ページをごらんいただければと

思うのですが、この中で「常勤」という記述があるけれども、これはどのような勤務形態

を想定しているのか、本業務以外の仕事はしてはいけないという意味なのかというご質問

を頂戴しました。 

 こちらにつきましては、実施要項の５４ページをごらんいただければと思うのですが、

４.４に、支援センターの要員体制と役割という項目がございます。この中に、支援センタ

ーの要員体制につきましては「専任者をもって当てること」という記述がございます。そ

のため、基本的な体制につきましては、兼業等をされていないオペレーターの専業の方で

体制を組んでいただきたいというふうに考えているところでございます。ただし、このヘ

ルプデスクでございますけれども、月ごとによって問い合わせ件数に非常に増減がござい

ます。そのため、バックアップ要員等につきましては特にこういった専従の方でなくても

結構だというふうに考えているところでございます。 

 続いての質問ですけれども、２２ページの従来の実施に要した人員を見ると、年度単位

で１５名の実績となっているけれども、注意事項として記載されているように、全体の人

数や繁閑に応じた人数調整は請負者に任されており、発注者側からの人数指定などの要求

はないという理解でよいかというご質問を頂戴しました。 

 人数の指定でございますけれども、基本的に、我々としましては、この仕様書に記載さ

れているサービスレベルを達成できており、かつ要員の稼働率が８割以上確保できている

のであれば、特に人数については指定するということはないと考えているところでござい

ます。 

 続きまして最後の質問でございますけれども、「適正な規模の要員により構成し、専任者

をもって当てること」との記載があるが、これは先ほどご説明させていただいた５４ペー

ジに書いてある記載でございますけれども、この適正な人員規模とはどの程度と考えてい

るのかというご質問を頂戴しました。 



 -13- 

 先ほど申し上げましたように、この支援センターの業務につきましては、月ごとによっ

て問い合わせ件数も大分変わってまいりますので、また、なれているオペレーターとなれ

ていないオペレーターでは単位時間当たりに処理できる件数も変わってまいりますので、

なかなか一概に申し上げることはできないのですが、基本的には仕様書に書いてあるサー

ビスレベルを達成できており、かつあまり要員が無駄にならないように、稼働率８割以上

を確保いただければ、そういった体制が適正な規模ではないかというふうに考えていると

ころでございます。ここは、もともと「十分な規模の要員により構成」と書いてあったと

ころを「適正な規模の要員により構成」ということで修正させていただきましたが、こち

らにつきましては、今回、仕様書について、総務省のＣＩＯ補佐官にもご確認をいただき

ました。その中で、やはりその費用をできるだけ抑制する観点から、過剰な人員配置は避

けるべきだと。そのためには、十分な人数をかけるのではなくて、適正な体制を求めるこ

とにすべきだと、こういった意見を頂戴しましたので、このような記述に直させていただ

いたところでございます。 

 以上でございます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました本実施要項（案）について、ご質問、ご意見

のある委員はご発言をお願いいたします。 

○大山専門委員 説明ありがとうございました。金額で、今までの契約の推移を見ると、

４８カ月、４年間で３億５,８００万ぐらいと。そうすると月当たりの金額が出てきて、人

数との割で見ると、これをもってベンチマークしたときに高いとお考えか安いとお考えか

というのがまずあると思うんですね。人数の要求に対するものを考えると、なかなかそう

そう来ないんじゃないかというふうに僕は思ってしまうんですが、その意味で、ＮＴＴデ

ータさんが、今、既存のベンダーさんとして受けていらっしゃいますけれども、こちらが

この額でお受けになっているのも、通常、なかなかないんじゃないかなという感じもする

んですね。ほかに出しているものがいろいろあるとは思うんですけれども、その点、今回

の競争性をさらに上げるという観点から見たときに、思い切りランクを下げるとか、より

効果的というか、積極的な手を打たないと、もし下げるのが目的であれば、あるいは競争

性を上げるのが目的であれば、難しいかもしれないと思うんですが、いかがお考えですか。 

○佐藤課長補佐 それは、新規の事業者に入ってきてもらうためには、人数をかけるよう

な業務であると新規の事業者が入ってきづらいので、できるだけオペレーター等のランク
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を落とすべきということでしょうか。 

○大山専門委員 というか、先ほどの話ではありませんが、実績として、ＳＬＡのレベル

を守ればいいというのであれば、従来こういう人数でしたがというのを見たときに、請負

業者の状況を見て、この金額でやれるかというのが普通の認識になると。だとすると、こ

れは何か隠れているだろうというふうに見ざるを得ないんじゃないかと思うんですね、新

規参入する、仕事をする方はですよ。そこでちゅうちょするので、したがって、努力なさ

っているのはよくわかるんだけれども、これによって応札者が増えてくるというのはなか

なか期待薄ではないだろうかというふうに思うのですが、その辺について何か……、これ

は正直ベースの議論だと思うんですね。なのであえてこんなことを聞くんですけれども、

どういうふうに……。 

 一例としては、引き継ぎのときにかかる工数あるいは期限の話がありましたが、期間が

１カ月半なら１カ月半、それで、通常のこういう業務だったら大丈夫かなとは思うんです

けれども、多くの場合は、隠れているものがあるかどうかをやっぱり心配するんですね。

したがって、じゃあ、実績としてと思っても、全部同じ会社がやっているので引き継ぎは

今までないので、そこもわからないんですけれども、何かもう少し、参入したいなと思わ

せる動機づけをしないと難しいかなと思うんだけれども、その辺、どうお考えですか。 

○佐藤課長補佐 まず費用面に関してですけれども、我々としても、予算を要求する際に、

ＣＩＯ補佐官に見積りも含めて妥当性を見ていただいているところですけれども、どちら

かというと、費用については、高いからもっと下げるようにとの指摘を受けています。 

○大山専門委員 高い？ 

○佐藤課長補佐 はい。現行事業者は大手ということもあるので、どうしても単価は高め

というふうに思っていまして、今回ヒアリングをさせていただいた際には、大手ではない

ところも何社か回っていますが、この額を見たときに、それほど費用が安いというような

話は特にはなかったところです。 

○大山専門委員 安過ぎるという話はないということですね。 

○佐藤課長補佐 はい。 

○大山専門委員 裏返しで言うと、そうするとこの人数はかかっていないと思っていいん

ですね。これだけほんとうにかけていたら、絶対安いというか、じゃないですか、１４名

でしょう。 

○佐藤課長補佐 それは、繁忙期の人数を表したものであり、必ずしもすべての月にその
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人数の体制を構築しているということではありません。 

○大山専門委員 これ、マックスなの？ そうすると、延べ時間とか、そういうのはもう

少し出ないんですか。 

○佐藤課長補佐 これまでは５月・６月・７月が繁忙期でありまして、４月が準繁忙期、

それ以外の月が通常期というような形になっており、月ごとの人員に違いがあるため、こ

のような記載となっています。 

○大山専門委員 それ、そういうことを何か読めるものはありますか。仕様書から見て、

あるいは開示される内容から十分理解できればと思うんですけれども、通常の人数とか、

こういう話だけで、あと専任の話とかを言われてしまわれると結構きついんじゃないかな

と思ったんですけれども、じゃあ、その辺、わかるようにお願いは……、記載の努力をし

て、ちょっと検討いただけないでしょうか。 

○佐藤課長補佐 わかりました。 

○石堂主査 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○井熊副主査 いろいろヒアリングとかをされて改良されているということはよくわかる

ので、今の大山先生の指摘なんかも含めた上で対応すればいいのかなと思うんですが、た

だ、やはり説明会とかに参加してもらって何ぼという部分があるので、それにしては、今

までの実績で、２名というのはいかにも少ないなと。ここの、せっかくいろいろ研究をし

て改善したものを聞いてもらう人の数を増やす、その方策は何かありますか。 

○佐藤課長補佐 今回、ヒアリングを実施した先が５社ございますので、そういったとこ

ろに説明会に来ていただくよう働きかけるか、もしくは他の事業者に対しても個別に訪問

させていただいて、今度調達がありますのでぜひご検討くださいというようなことで、新

しい仕様書についても丁寧に説明してまいりたいというふうに考えています。 

○石堂主査 ほかはいかがですか。どうぞ。 

○若林専門委員 先ほどご説明の中に、マネージャーとか、スーパーバイザーとか、オペ

レーターとか、その辺の資格についてのお話だったと思うんですけれども、若干厳しいと

いう意見もあったというお話だったと思うんですけれども、具体的にはどういうところが

厳しいというご意見だったのか、もしそこまでお聞きになっていれば教えていただきたい

んですけれども。 

○佐藤課長補佐 指摘があったのは、マネージャーの要件についてで、全体の７４ページ

目に記載させていただいているところでございますけれども、行政分野、公共サービス分
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野等における経験を求められているところが、用意するのは少し難しいかもしれないとい

ったようなご意見があったところでございます。 

○若林専門委員 まさにそこがご質問したかったところなんですけれども、これは、やは

り限定はどうしても必要ということになるんでしょうか。 

○佐藤課長補佐 そこは必要と思った上で、これまで要件として記載させていただいたと

ころでございまして、例えば民間の情報通信系のコールセンターが扱う内容と、役所の扱

う業務の内容では、少し性格が違うと思っておりますので、できることであれば、こうい

った行政分野の経験を持っていらっしゃる方のほうが、自治体等でも結構ですけれども、

スムーズに業務をこなせるのではないかというふうに考えているところでございます。 

○若林専門委員 ありがとうございました。 

○石堂主査 今のは、ほかの案件でも、公的な機関での実績だけを評価するというのはほ

んとうに必要かという議論はよくあるんですね。ですから、確かに感じとしてそういうふ

うに思われているという部分はそれとして、実質どうなんだろうというのは、いま一つご

検討いただく価値はあるような気がするんですけどね。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本実施要項（案）の審議はこれまでとさせていただきます。事務局、何かご

ざいますか。 

○事務局 特にございません。 

○石堂主査 それでは、本実施要項（案）につきましては、先ほどらい、議論がありまし

たように、この案件としては、やはり新規の応札者をどう増やすかというのが克服すべき

大きな課題だと思いますので、先ほどの所要要員の実績の見せ方とか、その意味するとこ

ろなんていうものについてご検討いただく必要があるかなというふうに思います。 

 総務省さんにおかれましては、引き続きご検討いただいて、本日の審議を踏まえて、実

施要項（案）について必要な修正を行い、事務局を通して各委員が確認した後に手続を進

めるようにお願いしたいというふうに思います。なお、委員の先生方におかれましては、

さらなる質問や確認したい事項がございましたら事務局にお寄せくださいますようお願い

いたします。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 

（総務省退室、消費者庁入室） 

○石堂主査 それでは、消費者庁のネットワークシステムの運用支援業務の実施要項（案）
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の審議を始めたいと思います。 

 最初に、実施要項（案）について、消費者庁総務課、金久保サイバーセキュリティ・情

報化企画官よりご説明をお願いしたいと思います。なお、説明は１５分程度でお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 消費者庁の金久保でございます。よろし

くお願いいたします。お手元の資料に沿ってご説明いたします。 

 まず資料ですが、市場化テスト２期目、実施要項がございますが、これは後ほどご説明

するとしまして、まず、この図からご説明申し上げます。消費者庁のネットワークシステ

ム運用業務についてでございますが、まず、今回、２期目でありまして、内容の変更が若

干ございます。標準ガイドラインに沿いまして、仕様の構成は変更しております。また、

前回に不参加の業者へのヒアリング結果を反映しまして、入札へ参加しやすくしていると

いうのが今回の特徴でございます。 

 それでは、この業務概要の図でございますが、業務拠点としまして、消費者庁は霞が関

の中央合同庁舎４号館にございます。また徳島にサテライトオフィスとしまして、新未来

創造オフィス、２９年７月から事務所を構えております。ユーザーのアカウント数は７６

０、サーバーが５０、クライアント端末が６９０、経費につきましては、平成２９年の予

算で２,２００万という状況でございます。 

 このシステムにつきましての運用支援を行っていくわけでございますが、業務内容とし

ましては、運用総括業務ということで全体管理等を行っております。また行政端末管理業

務としましてリモート操作管理、次にアカウント管理業務としましてはアカウント情報の

収集等を行っております。ホームページ管理補助の業務としましてＨＴＭＬの作成などの

修正補助も行っております。またヘルプデスク業務としまして各種問い合わせ、プリンタ

管理業務としましてプリンタの設定など、またその他の業務としまして要員の教育などを

行っております。 

 右側にあります調達範囲外のものにつきましては省略させていただきます。 

 全体の図のイメージとして、右上のとおりでございます。 

 次に、また別の表でございますが、契約状況の推移ということでございます。一番右に

斜線がございますけれども、今回の平成３０年度から３４年度までの調達の予定がござい

ます。その前に、平成３０年度、もう一つ左側に平成２９年度とございますが、これにつ

きましては、中央にございます２５年から２９年度の延長ということで、以前ご説明させ
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ていただいたとおりでございます。この現状につきましては、伊藤忠テクノソリューショ

ンズ株式会社が請け負っております。 

 続きまして、次のスケジュールの表でございます。現在、青い枠にあります平成３０年

というところでございますが、現在、２月でございますが、一番下の契約７ということで

運用の赤い線がございますけれども、平成３０年度、次年度の１０月から平成３４年１２

月までの調達を、今、準備しているところでございます。 

 以上、概要でございます。 

 それでは戻っていただきまして、市場化テスト２期目という分厚い資料に参ります。こ

の資料につきましては、右下にページがございます。９９分の幾つというページ数で通し

番号でご説明させていただきたいと思います。 

 ３／９９ページからでございます。趣旨は省略いたしまして、２番目に業務の内容とな

っております。消費者が安心して暮らせる社会を実現することを目指しまして消費者庁の

業務を行っておりますが、迅速かつ的確に、また高速で堅牢な情報システムの導入を行っ

ております。消費者から情報収集や消費者への情報発信、大規模災害への対応や、安心で

消費者にとって身近な行政サービスの実現のために消費者庁ＬＡＮ、ネットワークシステ

ムが整備されているところでございます。本調達につきましては、そのネットワークシス

テムの運用業務にかかわるものであります。別途調達します賃貸借等とともに、本件の運

用支援業務を調達することによりまして、消費者庁のネットワークシステムの安定稼働を

実現するものでございます。 

 なお、業務の内容としまして、仕様書及び要件定義書によりまして業務を調達いたしま

す。現行の運用支援業務の引き継ぎや、あと新たな業者の構築請負業者からの引き継ぎな

ども受けながら、完全に実施していくこととしております。 

 以降、運用総括業務等につきましては、先ほどの図で説明させていただいたとおりでご

ざいますので省略させていただきまして、４ページのウの請負業務の引き継ぎ業務に参り

ます。続きまして、その引き継ぎ業務の中に、確保されるべき対象業務の質ということで、

５ページの冒頭にございます。利用者への継続的かつ安定的なサービスの円滑な提供に資

する必要がございますので、質の確保が重要だと感じております。 

 消費者庁のＬＡＮのサービスレベルにつきましては、（ア）としまして依頼申請対応時間

等の遵守９０％以上とか、（イ）としまして依頼申請対応機関の開庁日３日以内、ウとしま

して、ヘルプデスク利用者アンケート調査を実施するといったことがございます。またセ
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キュリティ上の重大障害件数についてもゼロ件という目標を立てております。 

 続きまして、６ページです。契約の形態及び支払い等につきましてはごらんのとおりで

すが、それ以降の、実施期間に関する事項や入札参加資格に関する事項につきましては、

通常と同様な記述でございますので、割愛させていただきます。 

 続きまして、８ページとなります。入札に参加する者の募集に関する事項ということで、

今後のスケジュールを明記しております。入札公告は６月を予定しておりまして、資料閲

覧や機能証明書の提出なども経まして入札を行い、契約の締結が１０月１日ごろを予定し

ております。 

 また、下のほうに書いてあります入札書類の中には、次のページ、９／９９ページです

が、機能証明ということで明記しております。この機能証明をもとに審査を行って、入札

参加の有無を判断していく予定でございます。 

 なお、その９ページの下段のほうに最低価格落札方式とございますので、今回、この調

達には総合評価は用いずに最低価格落札方式を用います。当庁のＣＩＯ補佐官の意見も踏

まえまして決定していく予定でございます。 

 なお、１０ページ以降は入札の手順でございますので、ほかと同様、割愛させていただ

きます。 

 飛びまして、１７／９９です。１７ページでございますが、情報の開示についての別紙

１ということで示してございます。 

 また飛びまして１９ページには、運用支援業務の作業時間の実績一覧も参考に載せてお

ります。 

 また飛びまして２１ページにつきましては、下のほうに運用支援業務を明記しておりま

す。 

 次のページ、２２ページですが、業務フローということで、フローチャートを載せてご

ざいます。 

 以上のような実施要項を作成しております。また、ページ数でいきますと３６ページに

利用満足度調査や、３７ページに消費者の組織が載っております。 

 次に、仕様書に参ります。３８ページ以降になりますけれども、ここからは抜粋して少

しご説明させていただきたいと思います。 

 ４７／９９です。４７ページでございますが、４７ページに表がございます。上の調達

案件名ですが、Ｎｏ２とありますが、これにつきましては、賃貸借等のシステム本体の調
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達となっております。それは総合評価落札方式による調達を行います。赤い線の中ですが、

この３番につきましては、この本件の運用支援業務の調達ということで、一般競争入札、

最低価格方式となっております。 

 続きまして、また若干飛びますが、５５ページになります。５５ページで、入札参加の

資格に関する事項ということで、入札参加要件がございます。（１）以降、幾つかの条件を

明記しております。 

 それと、５９ページです。５９／９９ページというところでございますが、ここには要

件定義書の記述がございます。この要件定義の中に、別冊として後ほどお示しいたします

が、要件定義書がございます。また別紙としましてシステムフロー等がございます。これ

について、またその下については閲覧等もできる内容となっております。 

 ページ数の６２ページからは要件定義書を添えております。要件定義書の中に、７９ペ

ージになります、７９／９９ページ以降には、先ほどの要件定義書の中に別紙と書いてあ

りました業務フローが載っております。 

 また、２ページ進みまして８１ページには、次期システムの全体構成図が載っておりま

す。この全体構成図によりまして、このシステムの運用を行っているということでござい

ます。 

 それでは、また飛びますが、９７ページにございますが、機能証明書のサンプルという

ものがございまして、機能証明書をもとに審査を行います。ヘルプデスク業務とか、これ

はサンプルでございますけれども、対応が可能か否かというところの○×の記述部分がご

ざいます。この○×に沿いまして、その最後のページになりますが、機能証明書の提出を

していただき、この機能が全部○の会社につきまして入札の金額競争、価格競争を行うと

いう流れでございます。 

 以上が実施要項の内容でございます。 

 また、特記事項としまして少し申し上げますと、現行システムから次期調達にかけての

主な変更点としまして、ＬＡＮシステムの当該業務を１週間程度で引き継ぎ、途中で切り

かわる現行ＬＡＮシステムについても当該業務の範囲と現在はしておりましたが、今後は、

更改後につきましては次期ＬＡＮシステムのみの業務の範囲としまして、範囲を縮小して

おります。 

 また、庁内職員の利用環境になりますけれども、端末はファットクライアントからシン

クライアント端末にかわりますので、執務内の完全無線ＬＡＮの環境を整備することにな
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ります。このために、問い合わせや依頼の内容が少し変化するとともに、作業手順が変更

になるということで、運用支援につきましては若干の変更がございます。 

 また、新規参入を促進するために行った変更点ということですが、現行の運用マニュア

ルや成果物を事前に閲覧できるように作業量を把握することとしておりますので、今後参

入する業者につきましてはあらかじめ情報を得ることができるということになります。 

 また、既に本件の調達が予定されている旨をお知らせしておりますので、入札公告の公

示期間も７０日と長くとりまして、前広に周知するようにしております。 

 また、引き継ぎ準備に係る期間を３カ月とりまして、ふなれな作業時間等の増大、サー

ビスのレベルを低下させるリスクを軽減するというような品質の保証も考えております。 

 また、今回、一般競争入札の最低価格落札方式を用いることにつきましては、業務内容

が決まっておりますので、要件スキルや経験値、人数以外に差別化できる観点はないと判

断しているからであります。提案書を作成するコストが入札をしようとする業者の負担に

なりますので、それを回避するという効果もあらわれております。 

 また引き継ぎに要する負担等につきましても、別契約の構築事業者によります運用支援

業務の設計などの完成を想定していまして、順次に切りかえて、１９年１月より完全に切

りかえる予定であります。その引き継ぎに関する３カ月のための延べ人数は９人／月ぐら

いを想定しております。 

 また、別の観点ですが、専任要員は２名以上を要するとしております。現行システムの

運用支援も２名としておりますが、現行システムの契約時は４３０名職員数がございまし

たけれども、それで２名としておりました。今回は５００名を消費者庁は超えております

ので、人数の増大に伴いまして常駐の人数も２名または２名以上を考えているところであ

ります。 

 また、請負事業者の負担につきましても、１２月に新システムに移行いたしますので、

１月より新システムへの完全切りかえを想定しておりまして、引き継ぎ期間をあわせて、

完全切りかえの後、長くとも３カ月程度は必要だということで、新たな構築業者の支援も

想定しております。本件の請負事業者に人員の影響が出ないように考慮したいと考えてお

ります。 

 以上、今回の説明とさせていただきます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました本実施要項案について、ご質問、ご意見のあ
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る委員はご発言をお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。 

○早津専門委員 説明ありがとうございます。ちょっと教えていただきたいところがござ

いまして、資料Ｃ－２の６ページですけれども、従前の参考資料の、入札参加に対するヒ

アリングのところで、２社からヒアリングできた不参加理由で、マニュアル等の関係がき

ちんと整備されているかが従前の入札説明書から読み取ることができなかったということ

に対応して、おそらくこの６ページの５の※の書類関係の閲覧の記載をしたという、そう

いう理解でよろしいんですか。それとも、これはもともと書いてあったもの……。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 はい、追記してございます。 

○早津専門委員 ちょっとここ、そうすると、きちんとヒアリングの業者の希望に対応し

ての記載だと思うんですけれども、これが、ざっと先ほど拝見したんですけれども、３行

目に、入札公告期間中に限って所定の手続を経て閲覧することが可能と書いてあるんです

ね。この入札公告期間というのは、上と合わせてみると、６月１８日という理解でいいん

ですか。ここを私は６月１８日なのかなと思って読んだんですけれども、その後に、「閲覧

を希望する者は、必ず資料閲覧可能期間までに」と書いてあって、その閲覧可能期間が、

エで６月２５日からになっているんですね。そうすると、これを拝見すると、いつから見

られるのかがちょっと混乱しないのかなという疑問が生じたのがまず１点です。 

 あと、そのヒアリングの結果の１つ目の、引き継ぎ期間が短いので３カ月にするように

対応されたということですけれども、今と同じ資料Ｃ－２の２ページ目のウ、ここに引き

継ぎについて配慮されて記載されたという理解でよろしいでしょうか。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 はい、そのとおりでございます。 

○早津専門委員 ここの３カ月というのが、ここに読み取れなかったんですけれども、ど

こかに記載されていらっしゃるのか。それとも、せっかく今回、３カ月間設けたというの

であれば、そこをアピールしないと読み手に伝わらないのかなという感想がございます。 

 以上です。 

○石堂主査 ありがとうございました。今の引き継ぎ期間は、８／９９のところに書いて

ある中の「運用業務の引継ぎ等」で１０月１日から１２月３１日と書いてある、この表記

がそうだということですか。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 はい、５の（１）のコのところですね。 

○石堂主査 そうですね。そうしたら、これをもしアピールするんだったら、４／９９の

ほうにもきちんと書いておいたらどうかという話かなという感じですね。 
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○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 はい。 

○石堂主査 最初のほうはいかがですか、公告期間の書類の閲覧の関係は。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 閲覧は、エのところで６月２５日から７

月２７日とございます。 

○石堂主査 これは、「入札公告期間中」とはいつからいつまでですかという……。 

○早津専門委員 そうですね。 

○石堂主査 ことを、まずきちっとしていただくとわかりやすいんじゃないですかね。 

○柏原課長補佐 承知いたしました。少しわかりにくい表現になっておりますので、実際

の公告期間の予定の日付とちょっとずれているというご指摘かと思いますので、合わせる

形で記載を明記したいと思います。 

○石堂主査 よろしいですか。 

○早津専門委員 はい。 

○石堂主査 ほかはいかがでしょうか。 

○大山専門委員 すみません、４／９９の引き継ぎのところですが、まあ、当たり前と言

えば当たり前だけれども、もう少し丁寧に書いてあげたほうがいいかなと思わないことも

なく、最初の（ア）のところは、まず最後のところの「なお」以下で、「必要とる」、多分

「な」が抜けているのだろうと思いますが、ここは確認いただければ。で、引き継ぎに必

要となる経費は現行業者の負担となるということは、次の請負者は、これ、全部負担して

くれるの？ という意味にもとれないことはないですよね。これって、多分、現行の請負

者と次の請負者がそれぞれ自分の範囲は自分で出しなさいだと思っているんですけれども、

きっとそれで正しいですよね。いかがですか。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 費用の分担というところですね。基本的

には、引き継ぎに要する経費というのは現行業者の負担という考えではおりました。ただ

ご指摘のとおり、金額の大小や、あと範囲とか、期間とか、そういった形も考慮するとな

ると、この負担についても考え方があるのかなという気がいたします。 

○大山専門委員 考え方、いろいろあるのはわかるんですが、通常考えると、引き継がれ

る以上は、引き継ぎに必要な現行業者がやらなければいけないことについては現行業者の

負担で、受け取る側が必要な業務もやっぱり発生しますから、それについては次の請負業

者がやる。考え方は、両方が費用を下げるためにお互いに努力するというのが普通だと思

うんですね。 
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 今までは、どちらかというと請負の人たちが全部受けるというのはよくあって、これだ

と現行業者は、渡したくないがために、値段も幾らか言わないとか、高くかけるとかとい

うと、次の人たちは、新規参入するところはその分を載せざるを得なくなるので、参入し

づらくなる、したがって競争が起きないという流れがよくあったんですね。今回の、この

話は、一たびとるのはいいんだけれども、もし全額見ろと言われると、とっちゃったら、

その後、大変だよということになる可能性があって、ちょっとそこが何となくすっきりし

ないので、どうお考えかというのを……、もしほんとうに現行の業者が全部負担しなけれ

ばいけないとなったら、請負業者によってはとんでもない額を請求されても負担しなけれ

ばいけないということになりますよね。それは何となく公平なやり方ではないような気が

しますので、そこは、その場合には、逆に、間に入る消費者庁さんが、その中については

負担の割合を含めてちゃんと調整をする責任を持つという話も、そういった事例もあるこ

とはあるので、ちょっと参考にしていただきたいと。受ける側の気持ちはわかってくれる

と思うんですが、これをとっちゃったらその後が大変だぞという話になるかもしれない…

…、というふうに僕が思っているのが考え過ぎならいいんですけれども、そうとれないこ

ともないので……、というふうにお願いします。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 負担については公平な対応でやっていき

たいと思いますので、消費者庁が中に入りながら調整をするなど、進めていきたいと考え

ております。ありがとうございました。 

○石堂主査 引き継ぎについては、結局、発注官庁が、甲乙両方がいわば満足できるよう

に最終的に責任を持つという姿勢が大事だと思うんですね。ですから、コストの負担も含

めて、今おっしゃったように、最終的に調整をしますということをきちっと書いていただ

くほうがよろしいのかなという感じがいたします。 

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○梅木副主査 ９３／９９ページと９７／９９ページのところですけれども、「機能証明

書」という言葉がございまして、こちらのサンプルを拝見したときに、要求要件を満たす

ことを証明するために要件を認識して回答する場合であったり、認定証の添付をして提示

する場合と３つのパターンがサンプルとしてあるんですけれども、そもそも、この機能証

明書で求めているものというのはどういうレベルのものなんでしょうか。それはどこかに

定義されているんですか。要求されている内容を認識していますということを確認するも

のなのか、それとも、求められている資格であったり、ほんとうの、具備しなくてはいけ
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ない要件ですか、それがないとそもそもこういう業務を受けられないという、何か資格要

件を示しているものを添付して提出するものなのか、どういったものがそもそも、すみま

せん、機能証明書に該当するのかというところを教えていただけますでしょうか。 

○金久保サイバーセキュリティ・情報化企画官 これは事前審査するものでございますの

で、事前に出していただきます。この項目について承知しているかどうかというだけでは

なくて、今回、総合評価方式ではなく最低価格落札方式でありますので、これに、この項

目が完全に実施できる、またはその資格を持っているなど、この条件に合うことを確実に

兼ね備えているかどうかというのを審査する内容となっております。したがいまして、こ

れについては、確実に全部○がある必要がございます。 

○梅木副主査 はい、ありがとうございます。 

○石堂主査 どうぞ。 

○井熊副主査 常駐が２人以上となっているんですけれども、常駐させなければいけない

理由というのは何ですか。 

○柏原課長補佐 柏原でございます。常駐が必要な理由は、電話等々で問い合わせを受け

るだけではなくて、場合によりましては現地に行って判断することもまれにございます。

それから、２人以上というところなんですけれども、お昼休み等々も交代でということを

想定しておりますし、それから、通常の営業日の対応時間は８時半から１８時１５分まで

ということになっております。全部通しますと、お昼休みを除いても９時間を超えてしま

うので、今、現状もそうですけれども、シフトしていただきつつ、お昼休み等々も対応を

受けられるようにということを想定しておりますので、これですと、少なくとも最低２人

以上いないと対応していただけないことになってしまいますので、少なくとも２人以上と

いうふうに考えております。 

○井熊副主査 今ぐらいの理由だったら、そういうふうにやってほしいことを書けばいい

のではないかなと思うんですね。常駐と言わないで、こういうことをやってほしいという

ことを書いて、やり方については、事業者からこういうふうにやりますと言って、それが

いいかどうかを審査すればいいのではないかなと思うんですけれども、人をずっと拘束す

るというのは企業にとって非常にコストなので、発注額も非常に限られていますね。１年

間だと２,０００万ぐらいしかないわけで。 

○柏原課長補佐 お答えいたします。常駐が必要な理由は、消費者庁のＬＡＮの端末もし

くはシステムを中心にお問い合せをいただくことになりますので、実際の動きを見ながら
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お答えをすることが頻度としてはかなり多うございます。常駐していただかないと、消費

者庁ＬＡＮ、実際のシステムを見ることが遠隔ではできない、セキュリティの関係もあっ

て、外部からのアクセスを禁じている手前もありまして、面倒を見ていただく環境は消費

者庁の執務室、当庁の執務室のカバー範囲内というところで見ていただきたいという趣旨

でございます。 

○井熊副主査 それは、消費者庁さんのネットワークというのは、霞が関ＷＡＮではなく

て、消費者庁さんだけに閉じているんですか。 

○柏原課長補佐 閉じています。 

○井熊副主査 霞が関ＷＡＮじゃなくて。 

○柏原課長補佐 霞が関ＷＡＮ全体から消費者庁ＬＡＮのほうにアクセスすることはでき

ないようになっています。つながってはおりますけれども、それは、政府共通システムや

メールのやり取りをするためにつながっているだけでございまして、他省庁様から消費者

庁ＬＡＮのほうに直接入ってきてということはできない状況でございます。 

○井熊副主査 でも、今のお話も、そういう閉じられたＬＡＮの中で作業できるようにと

言えばいいのであって、その方法論はあまり規定しないほうが……、やっぱり何といって

も、６者も１１者も聞きに来て、それで１者しか応札していない、しかも同じ会社がずっ

とということをやるのであれば、なるべく事業者を拘束している条件というのは緩くして

いくというふうに考えていかないと、手段を公共側から指定してしまう、拘束してしまう

と、算定の余地もないわけですね。ですから、そこのところはぜひ……、まあ、どうして

もというんだったら２名を１名にするでも何でもいいんですけれども、少しでも民間の自

由度を上げていかないと、価格的にも厳しいのではないかなと思うんですね。 

○柏原課長補佐 今、現状、遠隔ではなくて現場作業としての作業時間といたしまして、

実施要項のＣ－２のほうの１９ページでしたか、こちら、別紙２の運用支援業務の作業時

間の実績一覧になりますけれども、こちらが、ほぼではなくて、全部現場の応対作業にな

っておりますので、月に換算しますと、平均で大体３８０時間とか、そのぐらい前後の時

間を要しておりますので、今のような記載をさせておりましたが、ご指摘いただいた、余

地を事業者さんのほうでも少し工夫いただけるような記載ぶりをちょっと追加させていた

だければと思います。 

○石堂主査 井熊委員の質問、いわば２つの側面があって、常駐そのものが必要かという

ことと、２人以上というのが必要かという両方あったと思うんですね。ですから、ご説明
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の中で、せめて２人以上という要件の見直しが可能かどうかということも含めてご検討い

ただければということかなと思います。 

○柏原課長補佐 現状の作業時間が実績として出てございますので、それを踏まえてご検

討いただけるような記載ぶりに修正させていただきたいかなと思います。ありがとうござ

います。 

○石堂主査 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本実施要項（案）の審議はこれまでとさせていただきます。事務局、何かご

ざいますか。 

○事務局 特にございません。 

○石堂主査 それでは、議論ございましたように、公告期間と、その書類の閲覧の関係等

をもうちょっときちっとわかるようにしていただくとか、引き継ぎの費用の負担をどうす

るかとか、幾つかございましたので、消費者庁さんにおかれましては引き続きご検討いた

だき、本日の審議を踏まえて、実施要項（案）について必要な修正を行い、事務局を通し

て各委員が確認した後に意見募集をするという手順を踏んでいただきたいというふうに思

います。 

 なお、委員の先生方におかれましては、さらなる質問や確認したい事項がございました

ら事務局にお寄せくださいますようにお願いいたします。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 

（消費者庁退室） 

○石堂主査 それでは、事務局から報告事項がございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは事務局から報告いたします。案件は、市場化テスト実施中の事業に係

る契約変更でございます。 

 対象の事業は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の情報基盤サービ

ス業務であり、本調達は平成２７年４月１日から平成３２年１０月３１日の間の事業であ

って、当初契約額２８億２,４２０万円という事業規模になります。 

 今般、本機構より、平成３０年４月上旬の契約変更により３点の仕様変更を行いたいと

の相談がございました。１点目、関西支部の移転に伴う対応として、新旧オフィスにおけ

る情報基盤サービスに係る機材の撤去及び設置工事、２点目、レンタル対応シンクライア

ントＰＣの追加調達として、出張・外勤用のレンタルＰＣを３０台追加調達、３点目、サ
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ービス改善に資するシステムログ内容の分析業務を行うことでサービス改善につなげるた

めに、現契約においても業務の範囲として取得しておりますログの情報を用いて職員のシ

ステムの利用状況を可視化するといった以上３点について、それぞれ契約仕様の変更を予

定しております。 

 報告は以上です。 

○石堂主査 ただいまの報告に対してご意見、ご質問のある方はご発言をお願いいたしま

す。よろしいですか。 

 それでは、特段のご質問、ご意見もないようですので、了承ということにさせていただ

きます。 

 

―― 了 ―― 

 


